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(57)【要約】
【課題】多量の部品の表面に残存している処理液を能率
よく拭き取ることができるようにする。
【解決手段】多数の部品Ｗと拭取り材１１とを処理容器
７に収容し、処理容器７を回転駆動することにより処理
容器７内で部品Ｗを回転攪拌し、これにより部品Ｗ表面
の処理液に拭取り材１１を接触させることで当該部品Ｗ
の表面から処理液を拭き取る。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小型の部品の表面に残存する処理液を拭き取る拭取り方法であって、
　前記処理液を拭き取る拭取り材を、多数の部品と共に処理容器に収容し、処理容器を回
転させて該処理容器内で回転攪拌される部品を前記拭取り材に接触させて部品表面の処理
液を拭き取る、
  ことを特徴とする拭取り方法。
【請求項２】
　前記拭取り材が布状である、
  請求項１に記載の拭取り方法。
【請求項３】
　前記処理容器を天地反転して回転させる、
  請求項１または２に記載の拭取り方法。
【請求項４】
　小型の部品の表面に残存する処理液を拭き取る拭取り装置であって、
　前記処理液を拭き取る拭取り材および多数の部品を収容する処理容器を保持する容器保
持部材と、
　前記容器保持部材を回転駆動して、前記処理容器内で前記多数の部品を前記拭取り材と
共に回転攪拌する駆動手段と、
　を備えることを特徴とする拭取り装置。
【請求項５】
　前記容器保持部材は、蓋付きの処理容器を載置する受け台と、蓋を処理容器に押圧固定
する蓋押さえ部材とを備える、
  請求項４に記載の拭取り装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として小型の部品に潤滑液などの処理液を塗布した後、部品の表面に残存
する処理液を拭き取る方法、および、同方法を実施する拭取り装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、コンパクトなどの化粧料容器においては、蓋を閉じると蓋に備えられたロック
爪が弾性変形しながら容器本体側の突起を乗り越え、該突起に係止されて閉蓋状態となり
、フックピースを押し込み操作してスライド移動させることでロック爪を突起から外して
ロック解除するようになっており、樹脂成形品であるフックピースが容器本体にスライド
自在に組み込まれている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１８９４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  上記フックピースは、そのスライド移動を容易にして操作感覚を良好にすると共に、ス
ライド摩耗を防止するために、シリコンオイルなどの潤滑液（処理液）に浸漬し、その後
、表面に残存する処理液を手作業で拭き取っており、多量のフックピースを処理する場合
、拭取り作業に多大な労力と時間を必要としていた。
【０００５】
　本発明は、このような実情に着目してなされたものであって、フックピースなどの多量
の小型の部品の表面に残存している処理液を能率よく拭き取ることができる方法と装置を
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提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明では次のように構成している。
【０００７】
　本発明の拭取り方法は、小型の部品の表面に残存する処理液を拭き取る拭取り方法であ
って、前記処理液を拭き取る拭取り材を、多数の部品と共に処理容器に収容し、処理容器
を回転させて該処理容器内で回転攪拌される部品を前記拭取り材に接触させて部品表面の
処理液を拭き取る、ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明によると、処理容器を回転させることにより処理容器内で多数の部品を拭取り材
と共に攪拌し、多数の部品の表面の処理液が拭取り材に接触して該表面から拭き取られる
ことになり、手作業で処理液を拭き取る場合と比較して能率的に均一な拭取りを行うこと
が可能となる。
【０００９】
　本発明において、好ましい態様は、前記拭取り材が布状である。この態様によると、し
なやかに変形する布状の拭取り材は、小さい部品の表面にも接触しやすく、部品への接触
機会が多くなる。
【００１０】
　本発明において、別の好ましい態様は、前記処理容器を天地反転して回転させる。この
態様によると、多数の部品全体の攪拌が強力に実行され、多数の部品表面それぞれの処理
液に対して拭取り材の確実な接触を促進させることができる。
【００１１】
　本発明の拭取り装置は、小型の部品の表面に残存する処理液を拭き取る拭取り装置であ
って、前記処理液を拭き取る拭取り材および多数の部品を収容する処理容器を保持する容
器保持部材と、前記容器保持部材を回転駆動して、前記処理容器内で前記多数の部品を前
記拭取り材と共に回転攪拌する駆動手段とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　本発明によると、前記容器保持部材に前記処理容器を保持させた状態で前記駆動手段に
より当該容器保持部材を回転駆動することにより、本発明の拭取り方法を好適に実施する
ことができる。
【００１３】
　本発明において、好ましい態様は、前記容器保持部材は、蓋付きの処理容器を載置する
受け台と、蓋を処理容器に押圧固定する蓋押さえ部材とを備える。この態様によると、多
数の部品を入れて搬送する蓋付きの容器を処理容器として容器保持部材に装填して回転処
理し、処理後には前記容器保持部材から取り外した前記処理容器を直ちに搬出することが
できる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、多量の小型の部品の表面に残存する処理液を、従来のように人手をか
けることなく能率よく拭き取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係る拭取り装置の外観を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１の拭取り装置で拭取り処理される部品の一例を示す斜視図である。
【図３】図３は、図１の拭取り装置をその一部を切り欠いて示す側面図である。
【図４】図４は、図１の拭取り装置に使用される拭取り材の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付した図面を参照して本発明の一実施形態に係る拭取り方法およびこの方法を
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実施するための装置を詳細に説明する。
【００１７】
　図１に、本発明の実施形態に係る拭取り装置全体の外観を示し、図２に、図１の拭取り
装置で拭取り処理される部品の一例を示す。また、図３に、図１の拭取り装置をその一部
を切り欠いて示し、図４に、図１の拭取り装置に使用される拭取り材の一例を示す。
【００１８】
  まず、図１を参照して、この実施形態の拭取り装置Ｓは、小型の部品を潤滑液などの処
理液に浸漬した後、部品の表面に残存する余剰の処理液を拭き取るために使用する装置で
ある。この拭取り装置Ｓは、基台１と、容器保持部材２と、電動モータ３と、操作ボック
ス４とを備えている。
【００１９】
  部品Ｗは、例えば、図２に一例として示すような手指で扱うことができる程度の大きさ
の小型の部品である。この実施形態では、小型の部品Ｗとして、化粧コンパクトにおいて
閉蓋解除用に組み込まれるフックピースを例示している。このフックピースは、例えば幅
５ｍｍ、厚さ４ｍｍ、長さ２０ｍｍ程度の樹脂成形製のフックピースであって、潤滑用の
処理液であるシリコンオイルに浸漬された後、当該拭取り装置Ｓでその表面の処理液の拭
取り処理が実施される。
【００２０】
　拭取り装置Ｓにおいて、基台１は、床面上に安定よく設置するための平面形状が片仮名
の「コ」の字形の脚部１ａと、その脚部１ａ中心部から垂直に立設された支柱部１ｂとを
備える。図３に示すように、基台１の支柱部１ｂの上端部に回転軸５が水平に支持されて
いる。この回転軸５の前端に前記容器保持部材２が連結支持されている。また、基台１の
支柱部１ｂの内部には、電動モータ３と前記回転軸５とを連動連結するチェーン伝動機構
６が、収容されている。
【００２１】
　容器保持部材２は、上下に対向する辺部２ａ，２ｂとこれらを連結する辺部２ｃとで側
面形状が片仮名の「コ」の字形に形成されており、対向する下方側の辺部２ａは、部品Ｗ
を収容した処理容器７を載置する平坦な受け台に構成されると共に、対向する上方側の辺
部２ｂには、処理容器７に蓋７ａを押圧固定するネジ込み操作式の蓋押さえ部材８が装備
され、辺部２ｃに回転軸５前端が連結支持されている。
【００２２】
　操作ボックス４は、基台１の支柱部１ｂに支持されている。操作ボックス４は、電動モ
ータ３の起動ボタン９と、停止ボタン１０とが備えられると共に、電動モータ３の回転速
度を制御する制御装置が内装されている。
【００２３】
　この実施形態の拭取り装置は以上のように構成されており、多量の部品Ｗを入れて持ち
込んだポリバケツなどの容器を処理容器７に兼用して容器保持部材２の受け台２ａに載置
する。部品Ｗの投入個数は、処理容器７のサイズ等に応じて適宜選択することができるが
、少なくとも数十個、好ましくは数百個、より好ましくは、数千個、あるいは、それ以上
である。この部品Ｗの投入量は、攪拌効果が得られるように、処理容器７の容積の４割～
９割程度とするのが好ましく、５割～８割程度とするのがより好ましい。
【００２４】
　この多数の部品Ｗと共に、図４に示すような平面形状が例えば数１０ｃｍ角の四辺形形
状をなしマイクロファイバークロスからなる拭取り材１１を、１枚ないし数枚容器内に投
入する。更に、蓋押さえ部材８をねじ込み操作して蓋７ａを処理容器７に押圧固定し、蓋
付きの処理容器７を受け台２ａと蓋押さえ部材８との間にしっかり挟持固定する。
【００２５】
  なお、拭取り材１１は、マイクロファイバーをモップ状に形成したものを使用すると、
部品Ｗが拭取り材１１の紐状部分の繊維に接触する機会が多くなる。また、拭取り材１１
は両面が凹凸生地加工したクロスでもよい。また、拭取り材１１は、素材がマイクロファ
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もよい。拭取り材１１は、油取り紙や吸取り紙などの紙製のものでもよい。
【００２６】
  拭取り材１１は、図３では、多数の部品Ｗの最上に配置した状態で示されるが、多数の
部品Ｗの中に１枚ないし複数枚で配置してもよいことは勿論である。拭取り材１１は、図
４の平面形状に限定されず、任意の形状とすることができる。
【００２７】
　以上の実施形態に係る拭取り装置Ｓでは、電動モータ３を起動して容器保持部材２を回
転軸５の軸心Ｘ周りに所定速度で回転駆動させて容器内の多数の部品Ｗを拭取り材１１と
共に回転攪拌させると、多数の部品Ｗの表面に残存する処理液が拭取り材１１に接触する
ことで当該多数の部品Ｗ表面から余剰な処理液が次第に拭き取られていく。そして、適当
時間に亘って上記攪拌を継続することで、全ての部品Ｗの表面に残存する処理液が拭取り
材１１と接触する機会が与えられ、全ての部品Ｗの表面から処理液は均一に短時間で拭き
取られる。
【００２８】
　因みに、部品Ｗとして例示したフックピースの表面からの拭取りのため、数千個、例え
ば、４千個のフックピースと３５ｃｍ角の２枚の拭取り材１１とを処理容器７に入れて４
５ｒｐｍの回転速度で駆動させた結果、約３０分で全てのフックピース表面から処理液を
均一に拭取り処理することができた。
【００２９】
　なお、本発明は、上記実施形態に限らず、以下のような実施形態でも同様に実施するこ
ともできる。すなわち、拭取り材１１を処理容器７に投入するのみならず、処理容器７の
内面全体、あるいは、内面の一部に拭取り材１１を、面ファスナーなどを用いて取替え可
能に貼り付けておけば、部品Ｗが拭取り材１１に接触する機会が更に増えて、処理時間を
短縮することができる。
【００３０】
  また、処理容器７を横向き水平あるいは略水平に保持して容器７中心周りに回動させる
ようにしてもよい。この場合、処理容器７の胴部内面に部品攪拌用のリブを突設しておく
とよい。さらに、蓋７ａをバックル金具などで処理容器７に強固に閉じ固定できる場合は
、拭取り装置における容器保持部材２を、処理容器７の胴部を把持する仕様に構成して実
施することもできる。
【００３１】
  この実施形態では、部品Ｗを入れたポリバケツなどの搬送用容器を持ち込んで処理容器
７として容器保持部材２に装填し、処理後に容器ごと搬出するものとしているが、搬送用
容器で持ち込んだ部品Ｗを予め容器保持部材２に取り付け固定した専用の処理容器７に移
し替えて拭取り処理を行い、処理後に処理容器７から搬送用容器に再び移し替えて搬出す
るようすることもできる。
【００３２】
　また、拭取り装置を、成形樹脂材料を混合攪拌する攪拌装置で兼用してもよい。
【符号の説明】
【００３３】
　２　　容器保持部材
　２ａ　受け台
　７　　処理容器
　７ａ　蓋
　８　　蓋押さえ部材
　１１　拭取り材
　Ｓ　　拭取り装置
　Ｗ　　部品
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